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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバによって実行される、クライアントデバイスに複数の可変ストリームからのメデ
ィアセグメントを提供するための方法であって、
　前記クライアントデバイスに、同じメディアプレゼンテーションの異なる符号化にそれ
ぞれが対応する複数の可変ストリームを特定する可変再生リストファイルを提供するステ
ップと、
　前記クライアントデバイスによってダウンロードされた、第１のセットのメディアセグ
メントを追跡するステップであって、前記第１のセットのメディアセグメントのうちのメ
ディアセグメントが、第１の符号化ビットレートで符号化され、前記可変再生リストファ
イルの中で特定される第１の可変ストリームのための、第１の再生リストファイルの中で
特定される、ステップと、
　前記クライアントデバイスから、前記可変再生リストファイルの中で特定される第２の
可変ストリームからの、第２のセットのメディアセグメントを特定する、第２の再生リス
トファイルに対する要求を受信するステップであって、前記第２のセットのメディアセグ
メントのうちのメディアセグメントが、第２の符号化ビットレートで符号化されている、
ステップと、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい場合に
、
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　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメントに対応する前記
第２の可変ストリームから、複数の第２のメディアセグメントを特定するステップと、
　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメントに対応する前記複数の第２
のメディアセグメントを含む前記第２の可変ストリームから、前記第２のセットのメディ
アセグメントを特定する前記第２の再生リストファイルを提供するステップと、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも小さい場合、
または、前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも小さい場
合に、
　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メデ
ィアプレゼンテーションの１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームか
ら、メディアセグメントのみを含む前記第２の可変ストリームからの複数のメディアセグ
メントを特定するステップと、
　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メディアプレゼ
ンテーションの前記１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームから、前
記メディアセグメントのみを特定する前記第２の再生リストファイルを提供するステップ
とを含む方法。
【請求項２】
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも小さい場合、
または、前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも小さい場
合に、
　前記第２の再生リストファイルの中で特定される前記複数のメディアセグメントが、前
記クライアントデバイスによってダウンロードされた、前記第１の可変ストリームからの
、前記メディアセグメントのうちの最も大きいシーケンス番号を超えるシーケンス番号を
有するメディアセグメントのみを特定する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の再生リストファイルが、前記クライアントデバイスのために、前記第２の再
生リストファイルに対する前記要求に応答して動的に作成される、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記メディアプレゼンテーションがビデオオンデマンドプレゼンテーションであり、前
記第１の再生リストファイルが前記メディアプレゼンテーションのためのすべてのメディ
アセグメントを特定し、前記第２の再生リストファイルが、前記第１の可変ストリームか
らの、前記クライアントデバイスによってダウンロードされた、最後のメディアセグメン
トのシーケンス番号よりも大きいシーケンス番号を有する、前記メディアプレゼンテーシ
ョンの残りの部分のためのメディアセグメントのみを特定する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のセットのメディアセグメントが、前記第２のセットのメディアセグメントに
対応する、ユニフォームリソースロケータのセット、または情報タグのセットのうちの少
なくとも1つを使用して特定される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の再生リストファイルの中で特定され、前記クライアントデバイスによってす
でにダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメントに対応する
前記複数の第２のメディアセグメントの数が、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされたメディアセグメントの数よりも小さい、請求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　前記第2の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい場合に
、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロードされた、前記追跡される第１の
セットのメディアセグメントに対応する前記第２の再生リストファイルの中で特定される
、前記複数の第２のメディアセグメントの数が、
　　前記クライアントデバイスのバッファの中に記憶されているメディアコンテンツの量
　に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　各メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュフレームから始まるグループオブピクチ
ャを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ハイパーテキスト転送プロトコルを使用して、各メディアセグメントが、前記クライア
ントデバイスに配信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ストリーミングされるメディアプレゼンテーションのための符号化ビットレート間でク
ライアントデバイスを切り替えるための装置であって、
　前記クライアントデバイスから要求を受信し、メディアセグメントを前記クライアント
デバイスに提供するように構成されたインターフェースであって、各メディアセグメント
が瞬時復号リフレッシュフレームから始まるグループオブピクチャを備える、インターフ
ェースと、
　　前記クライアントデバイスに、同じメディアプレゼンテーションの異なる符号化にそ
れぞれが対応する複数の可変ストリームを特定する可変再生リストファイルを提供し、
　　前記クライアントデバイスによってダウンロードされた、前記複数の可変ストリーム
からの、第1の符号化ビットレートで符号化された、第１の可変ストリームに対応する第
１の再生リストファイルの中で特定される、第１のセットのメディアセグメントを追跡し
、
　　前記クライアントデバイスから、前記複数の可変ストリームからの、第２の符号化ビ
ットレートで符号化された、第２の可変ストリームからの、第２のセットのメディアセグ
メントを特定する、第２の再生リストファイルに対する要求を受信し、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい場合に
、
　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメントに対応する前記
第２の再生リストファイルの中で特定される前記第２のセットのメディアセグメントから
、複数の第２のメディアセグメントを特定し、
　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた、前記第１のセットのメディアセグメントに対応する前記複数の第２のメディア
セグメントを含む前記第２の可変ストリームから、前記第２のセットのメディアセグメン
トを特定する前記第２の再生リストファイルを提供し、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも小さい場合、
または、前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも小さい場
合に、
　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メディ
アプレゼンテーションの１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームから
、メディアセグメントのみを含む前記第２の可変ストリームからの複数のメディアセグメ
ントを特定し、
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　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メディアプレゼ
ンテーションの前記１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームから、前
記メディアセグメントのみを特定する前記第２の再生リストファイルを提供するように構
成された処理ユニットとを備える装置。
【請求項１１】
　前記処理ユニットが、ハイパーテキスト転送プロトコルライブストリーミング標準に準
拠するフォーマットを有する、前記クライアントデバイスに、前記可変再生リストファイ
ルを提供し、ハイパーテキスト転送プロトコルを使用して前記クライアントデバイスにメ
ディアセグメントを提供するようにさらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記処理ユニットが、
　　前記クライアントデバイスのバッファの中に記憶されているメディアコンテンツの量
に基づいて、
　前記第2の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい場合に
、
　　メディアの数を決定し、
　　前記クライアントデバイスによってすでにダウンロードされた、前記追跡される第１
のセットのメディアセグメントに対応する前記第２の再生リストファイルの中に含めるセ
グメントを決定するようにさらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　異なる符号化ビットレートに対応するメディアセグメント間でクライアントデバイスを
切り替えるための方法を実行するようにコンピュータをプログラミングするために、コン
ピュータ可読コードが記憶された非一過性コンピュータ可読記憶素子であって、前記方法
が、
　クライアントデバイスに、第１の符号化ビットレートで符号化されたメディアプレゼン
テーションに対応する第１の可変ストリームからの第１のセットのメディアセグメントを
特定する第１の再生リストファイルと、第２の符号化ビットレートで符号化された前記メ
ディアプレゼンテーションに対応する第２の可変ストリームからの第２のセットのメディ
アセグメントを特定する第２の再生リストファイルとを提供するステップであって、各メ
ディアセグメントが、グループオブピクチャを備え、他のメディアセグメントを参照せず
に独立して復号可能であり、各メディアセグメントが、前記メディアプレゼンテーション
の部分に対応する、ステップと、
　第１のセットのメディアセグメントから対応するメディアセグメントをクライアントデ
バイスがダウンロードした、メディアプレゼンテーションの一部を追跡するステップと、
　前記クライアントデバイスから、前記第２の再生リストファイルに対する要求を受け取
るステップと、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい場合に
、
　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメントに対応する前記
第２の可変ストリームから、複数の第２のメディアセグメントを特定するステップと、
　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた前記第１のセットのメディアセグメントに対応する前記複数の第２のメディアセ
グメントを含む前記第２の可変ストリームから前記第２のセットのメディアセグメントを
特定する前記第２の再生リストファイルを提供するステップと、
　前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも大きく、かつ、
クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも小さい場合、
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または、前記第２の符号化ビットレートが前記第１の符号化ビットレートよりも小さい場
合に、
　　前記第２の再生リストファイルに対して、前記クライアントデバイスによってすでに
ダウンロードされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メデ
ィアプレゼンテーションの１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームか
ら、メディアセグメントのみを含む前記第２の可変ストリームからの複数のメディアセグ
メントを特定するステップと、
　　前記クライアントデバイスに、前記クライアントデバイスによってすでにダウンロー
ドされた、前記追跡される第１のセットのメディアセグメント以外の前記メディアプレゼ
ンテーションの前記１つまたは複数の部分に対応する前記第２の可変ストリームから、前
記メディアセグメントのみを特定する前記第２の再生リストファイルを提供するステップ
とを含む、素子。
【請求項１４】
　各メディアセグメントが、関連するシーケンス番号を有し、前記第２の符号化ビットレ
ートからのメディアセグメントに対応する、前記第１の符号化ビットレートからのメディ
アセグメントが、同じシーケンス番号を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記クライアントデバイスによってダウンロードされた前記第１のセットのメディアセ
グメントを追跡するステップが、
　前記ダウンロードされたメディアセグメントのシーケンス番号を追跡するステップを含
む、請求項１４に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、クライアントデバイスへメディアコンテンツをストリーミングする
ことに関し、より詳細には、クライアントデバイスが可変(variant)ストリーム間で切り
替えを行う時のネットワークの輻湊の軽減に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最初の画像がインターネット上に掲載された1992年以降、メディアをコンピュータネッ
トワークにわたって配信するための方法が開発されており、それは発展し続けている。今
日、映像は、多岐にわたる利用可能なマルチメディア対応デバイスに結合されたより大き
なネットワーク帯域幅により、ダウンロードされるメディアの主要な形態のうちの1つと
なっている。たとえば、YouTube(登録商標)は、2012年1月時点で、1日当たり40億の映像
がそのサイトのみで視聴され、その数が伸び続けていると報告している。
【０００３】
　映像ダウンロードをサポートするために使用される、普及している標準は、ハイパーテ
キスト転送プロトコル(HTTP)ライブストリーミング(HLS)であり、それは、映像が全部受
信される前に、クライアントデバイス上で再生を開始することを可能にする。インターネ
ット技術タスクフォース(IETF)のインターネットドラフト「HTTP Live Streaming」とい
う発表(Pantos & May;バージョン10;2012年10月15日から2013年4月18日(非特許文献１)、
およびすべての後続のバージョン(本明細書では総称してHLS、HLSドラフト仕様、またはH
LS標準と呼ぶ))で述べられた通り、HLSは、映像プレゼンテーションを、別々にダウンロ
ードし順次再生することができる個別の塊に分割する、クライアント駆動型のプロトコル
である。このアプローチが、平均して、ネットワーク資源を効率的に使用する一方、クラ
イアントデバイスがメディアプレゼンテーションを再生しながら異なる可変ストリーム間
で切り替えを行った時に、帯域幅活用の急上昇が発生する。
【０００４】
　HLS標準の下で、ある可変ストリームから異なる符号化ビットレートを有する別のもの
へ移行する時、クライアントデバイスは、再生されているメディアプレゼンテーションの
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同じ部分に対応する、各可変ストリームから少なくとも1つの、複数のメディアセグメン
トをダウンロードする。これは、再生中の途切れのない移行のために、クライアントデバ
イスが、可変ストリーム間で映像とオーディオとを同期することを可能にする。このアプ
ローチの欠点は、メディアプレゼンテーションの同じ部分に対応する、異なる可変ストリ
ームからの複数のメディアセグメントの同時ダウンロードが、ネットワーク帯域幅の使用
を増加させる結果となることである。
【０００５】
　さらに、クライアントデバイスが移行してきている可変ストリームよりも高い符号化ビ
ットレートを有する可変ストリームに移行していく場合、クライアントデバイスは、新し
い可変ストリームからの追加的なメディアセグメントを要求することが多く、それらの追
加的なメディアセグメントは、クライアントデバイスがすでに以前の可変ストリームから
ダウンロードしたメディアセグメントと同じメディアコンテンツを有する。これは、クラ
イアントデバイスが、低ビットレートのメディアセグメントが入ったバッファをパージす
ることができるように行われ、それにより、より高ビットレート再生へのクライアントデ
バイスの移行を促進させる。しかしながら、お互いに時間的にごく接近している、重複す
るメディアコンテンツを有するこれらの追加的なメディアセグメントをダウンロードする
ことは、ネットワーク資源に求める要求を高めるという問題を悪化させる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Pantos & May、「HTTP Live Streaming」バージョン10、2012年10月15
日から2013年4月18日、インターネット技術タスクフォース(IETF)インターネットドラフ
ト
【非特許文献２】M. Nilsson、「id3v2.4.0-structure.txt」、2000年11月1日
【非特許文献３】M. Nilsson、「id3v2.4.0-frames.txt」、2000年11月1日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、メディアコンテンツをクライアントデバイスにストリーミングするための
新規の方法と装置とに対する要望がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　別々の図を通して、同じ参照番号が同一要素または機能的に同様の要素を参照する添付
図面は、以下の詳細な説明と共に本明細書に組み込まれ、かつ本明細書の一部を形成し、
特許請求の範囲に係る発明を含む概念の実施形態をさらに解説し、それらの実施形態の様
々な原理と長所とを説明する働きをする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本内容のいくつかの実施形態による、マルチメディアコンテンツをストリーミン
グするように構成されたネットワークインフラストラクチャのブロック図である。
【図２】本内容のいくつかの実施形態による、マルチメディアコンテンツをストリーミン
グするための方法を説明する論理フローチャートである。
【図３】本内容のいくつかの実施形態による、可変メディアストリーム間で切り替えを行
うクライアントデバイスの概略図である。
【図４ａ】図4bと共に形成する、本内容のいくつかの実施形態による、マルチメディアコ
ンテンツをストリーミングするための方法を説明する論理フローチャートである。
【図４ｂ】図4aと共に形成する、本内容のいくつかの実施形態による、マルチメディアコ
ンテンツをストリーミングするための方法を説明する論理フローチャートである。
【図５】本内容のいくつかの実施形態による、可変メディアストリーム間で切り替えを行
うクライアントデバイスの概略図である。
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【図６】本内容のいくつかの実施形態による、可変メディアストリーム間で切り替えを行
うクライアントデバイスの概略図である。
【図７】本内容のいくつかの実施形態による、メディアセグメントファイルの概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　当業者は、図中の要素が単純化と明確化とのために表示され、必ずしも正確な縮小率で
描かれていないことを理解するであろう。たとえば、図中のいくつかの要素の寸法は、本
発明の実施形態をより良く理解する助けとなるために、他の要素に対して大きくされ得る
。加えて、説明および図面は、必ずしも例示された順番を必要とするものではない。特定
の動作および/またはステップが特定の発生順序で説明または描かれてよいことがさらに
理解される一方、当業者は、そのような順序に関する特異性が実際に必要でないことを理
解するであろう。
【００１１】
　図面中、装置の構成要素および方法の構成要素は、適切な場合、慣習的な記号によって
表わされており、本明細書の説明の恩恵を受ける当業者にとって容易に分かる詳細によっ
て本開示を分かり難くしないために、本発明の実施形態の理解に関する具体的な詳細のみ
を示している。
【００１２】
　一般的に言えば、様々な実施形態に関して、本開示は、クライアントデバイスが、メデ
ィアプレゼンテーションをダウンロードしている間に可変ストリーム間で切り替えを行う
際に、ネットワークの輻湊を軽減するための方法と装置とを提供する。メディアプレゼン
テーションの同じ部分に対応する、異なる可変ストリームからのメディアセグメントのダ
ウンロードを制限すると、ネットワークにかかる負荷を、それがメディアプレゼンテーシ
ョンをストリーミングしている間、軽減することになる。メディアセグメントの境界と瞬
時復号リフレッシュ(IDR)フレームとを、複数の可変ストリームにわたって揃えることに
よって、インテリジェントサーバは、デバイスに異なる符号化ビットストリーム間で途切
れなく切り替えを行わせながら、クライアントデバイスの同時メディアセグメントに対す
る要求を無効にすることができる。
【００１３】
　本明細書の内容によると、サーバによって実行される、クライアントデバイスに複数の
可変ストリームからのメディアセグメントを提供するための方法は、クライアントデバイ
スのために、同じメディアプレゼンテーションの異なる符号化にそれぞれが対応する複数
の可変ストリームを特定する可変再生リストファイルを提供するステップと、クライアン
トデバイスによってダウンロードされた、第1のセットのメディアセグメントのシーケン
ス番号を追跡するステップであって、第1のセットのメディアセグメントのうちのメディ
アセグメントが、第1の符号化ビットレートで符号化され、可変再生リストファイルの中
で特定される第1の可変ストリームのための、第1の再生リストファイルの中で特定される
、追跡するステップと、を備える。方法は、また、クライアントデバイスから、可変再生
リストファイルの中で特定される第2の可変ストリームからの、第2のセットのメディアセ
グメントを特定する、第2の再生リストファイルに対する要求を受信するステップであっ
て、第2のセットのメディアセグメントのうちのメディアセグメントが、第2の符号化ビッ
トレートで符号化されている、受信するステップと、追跡するステップに基づいて、第2
の再生リストファイルの中で、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによ
ってダウンロードされた、メディアセグメントのうちのいずれかと同じシーケンス番号を
有する、第2のセットのメディアセグメントの中の少なくとも1つのメディアセグメントを
特定するかどうかを決定するステップと、を備える。方法は、さらに、クライアントデバ
イスに、第2の可変ストリームからの、第2のセットのメディアセグメントを特定する、第
2の再生リストファイルを提供するステップを備える。
【００１４】
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　特定の実施形態では、サーバは、第1の可変ストリームからの、すでにクライアントデ
バイスによってダウンロードされた、メディアセグメントと同じシーケンス番号を有する
、第2の再生リストファイルの中のメディアセグメントの数を特定する。第1の可変ストリ
ームからの、クライアントデバイスによってダウンロードされた、メディアセグメントと
同じシーケンス番号を有する、第2の再生リストファイルの中で特定されるメディアセグ
メントの数は、クライアントデバイスのために使用可能であるネットワーク帯域幅の容量
、またはクライアントデバイスのバッファの中に記憶されているメディアコンテンツの量
のうちの少なくとも1つに基づいて決定される。
【００１５】
　また、本明細書の内容によるものは、クライアントデバイスからの要求を受信し、メデ
ィアセグメントをクライアントデバイスに提供するように構成されたインターフェースで
あって、各メディアセグメントが瞬時復号リフレッシュフレームから始まるグループオブ
ピクチャを備える、インターフェースと、クライアントデバイスに、同じメディアプレゼ
ンテーションの異なる符号化にそれぞれが対応する複数の可変ストリームを特定する可変
再生リストファイルを提供し、クライアントデバイスによってダウンロードされた、複数
の可変ストリームからの、第1のビットレートで符号化された、第1の可変ストリームに対
応する第1の再生リストファイルの中で特定される、第1のセットのメディアセグメントの
シーケンス番号のセットを追跡するように構成された処理部と、を備える、ストリーミン
グされるメディアプレゼンテーションのための符号化ビットレート間でクライアントデバ
イスを切り替えるための装置である。処理ユニットは、また、クライアントデバイスから
、複数の可変ストリームからの、第2のビットレートで符号化された、第2の可変ストリー
ムからの、第2のセットのメディアセグメントを特定する、第2の再生リストファイルに対
する要求を受信するように構成され、クライアントデバイスから、複数の可変ストリーム
からの、第2のビットレートで符号化された第2の可変ストリームからの、第2のセットの
メディアセグメントを特定する、第2の再生リストファイルに対する要求を受信する。処
理部は、さらに、クライアントデバイスに、第2の可変ストリームからの、第2のセットの
メディアセグメントを特定する、第2の再生リストファイルを提供するように構成されて
いる。
【００１６】
　さらに、本明細書の内容によるものは、異なる符号化ビットレートに対応するメディア
セグメント間でクライアントデバイスを切り替えるための方法を実行するようにコンピュ
ータをプログラムするための、その上に記憶されたコンピュータ可読コードを有する非一
時的なコンピュータ可読記憶要素である。方法は、クライアントデバイスに、第1の符号
化ビットレートで符号化されたメディアプレゼンテーションに対応する、第1の可変スト
リームからの、第1のセットのメディアセグメントを特定する第1の再生リストファイルと
、第2の符号化ビットレートで符号化されたメディアプレゼンテーションに対応する、第2
の可変ストリームからの、第2のセットのメディアセグメントを特定する第2の再生リスト
ファイルとを提供するステップを備え、各メディアセグメントが、グループオブピクチャ
を備え、他のメディアセグメントを参照せずに独立して復号可能であり、各メディアセグ
メントがメディアプレゼンテーションの一部に対応している。方法は、また、第1のセッ
トのメディアセグメントからクライアントデバイスが対応するメディアセグメントをダウ
ンロードした、メディアプレゼンテーションの一部を追跡するステップと、クライアント
デバイスから、第2の再生リストファイルに対する要求を受信するステップとを備える。
方法は、さらに、第2の再生リストファイルの中で特定されるメディアセグメントから成
る第2のセットの中に、第1の再生リストファイルの中で特定される、第1のセットのメデ
ィアセグメントからクライアントデバイスが対応するメディアセグメントをダウンロード
した、メディアプレゼンテーションの追跡された部分に対応する、1つまたは複数のメデ
ィアセグメントを含めるかどうかを決定するステップを備える。
【００１７】
　図面を参照すると、特に図1では、本内容による実施形態を実装したネットワークイン
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フラストラクチャを備えるシステムが、100において大まかに示されている。100で示され
ているものは、メディアソース102と、(HLS処理部106とウェブサーバ108とを含む)HLSサ
ーバ104と、HTTP対応ネットワーク128と、リンクまたは接続136～144と、3つのクライア
ントデバイス、すなわち、ノートパソコン130と、携帯電話132と、タブレット134とであ
る。HLS処理部106は、同様に、処理要素110とディスク記憶装置118とを備える。加えて、
HLS処理部106(本明細書では単に「処理部」とも呼ばれる)は、メディアエンコーダ112と
、ストリームセグメンタ114と、パッケージ生成部(packager)116とを備えるように示され
、これらは、実施形態では、HLS処理部106によって実行される機能を論理的に示すもので
ある。限定された数の、システム要素102～118、システム要素128～134のみが、説明を容
易にするために100に示されているが、追加的なそのような要素をシステム中に含むこと
ができる。さらに、システム100の商用実施形態のために必要な他の要素は、含まれる実
施形態の説明を明確にするために、図面から省略されている。
【００１８】
　以下に、システム100内の要素の簡単な説明を開始する。一般に、HLSドラフト仕様に準
拠して動作するように構成されているHLSサーバ104、およびその複数の構成要素は、残り
の図面に関連して以下に詳細に説明する、本開示の実施形態による機能に適応されている
。クライアントデバイス130～134、メディアソース102、およびネットワーク128内のイン
フラストラクチャ要素もまた、それぞれの機能を実行するように構成されている。本明細
書で使用される、「適応された」、「動作可能な」または「構成されている」は、示され
た要素が、動作可能に結合された、1つまたは複数のメモリデバイス、インターフェース
、および/または処理デバイスを使用して実装されていることを意味する。メモリデバイ
ス、インターフェース、および/または処理デバイスは、プログラムされると、これらの
システム要素のための、それらの所望の機能を実装する手段を形成する。
【００１９】
　(図示されていないが、システム要素間の図示されている接続136～144を確立し、維持
するために使用される)インターフェースは、システム100の要素間の制御情報、音声メデ
ィア、または非音声メディアを含み、本明細書ではメッセージング(たとえば、メッセー
ジ、パッケージ、データグラム、フレーム、スーパーフレームなど)とも呼ぶ信号を伝達
するために使用される。特定の要素におけるインターフェースの実装は、要素が接続され
るネットワークの特定の種類、すなわち、ワイヤードおよび/またはワイヤレスに依存す
る。たとえば、クライアントデバイスは、HTTP対応ネットワーク128に繋がるための(ワイ
ヤレス接続を確立するために使用される)ワイヤレスインターフェースを含み、HLSサーバ
104は、ネットワーク128に含まれるインフラストラクチャデバイスに接続するための(ワ
イヤード接続を確立するために使用される)ワイヤードインターフェースを含むことがで
きる。ワイヤードインターフェースの例は、イーサネット(登録商標)、TI、USBインター
フェースなどを含む。ワイヤレスインターフェースの例は、ロングタームエボリューショ
ン(LTE)、CDMA、GSM(登録商標)、Wi-Fiなどを含むがこれらに限定されないテクノロジー
をサポートする、ワイヤレスプロトコルと関連ハードウェアとを含む。
【００２０】
　システム100がワイヤレス通信をサポートする場合、インターフェースは、1つまたは複
数の標準ワイヤレスインターフェースまたは独自ワイヤレスインターフェースに従って動
作可能な、処理構成要素と、変調構成要素と、送受信構成要素とを含む構成要素を備え、
処理要素と変調要素と送受信要素との機能のいくつかは、システム要素のメモリデバイス
上に記憶されたソフトウェアアプリケーションまたはファームウェアなどのプログラム可
能論理を通じて、またはハードウェアを通じて、1つまたは複数の処理デバイスを用いて
実行することができる。特定の実施形態では、インターフェースによって維持される接続
136～144は、インターネットプロトコル(IP)接続である。
【００２１】
　システム100の要素によって活用される処理デバイス(たとえば、HLS処理部106および処
理要素110)は、部分的にハードウェアで実装されてよく、したがって、たとえば、図2か
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ら図7を参照して説明するそれらの機能を実行するための、ソフトウェア、ファームウェ
ア論理またはコードを用いてプログラムされてよく、および/または、処理デバイスは、
たとえば、状態機械またはASIC(特定用途向け集積回路)として、ハードウェアで完全に実
装されてよい。これらのシステム要素によって実装されるメモリ(たとえば、ディスク記
憶装置118)は、各要素が機能するために必要な様々な情報の、短期記憶装置および/また
は長期記憶装置を含むことができる。メモリは、さらに、処理デバイスを、その機能を実
行するために必要な論理またはコードを用いてプログラムするための、ソフトウェアまた
はファームウェアを記憶することができる。
【００２２】
　システム100の要素の詳細説明に再び戻ると、本明細書では同じ意味で「サーバ」と呼
ばれる、HLSサーバ104は、メディアコンテンツをクライアントデバイスにストリーミング
し、ネットワーク性能を最適化するための、これらの内容を通して説明する方法を管理す
る。これを達成するために、HLSサーバ104は、本明細書では同じ意味で「コンピュータ」
と呼ばれる処理要素110を備え、それは、たとえば、その上に記憶されたコンピュータ可
読コードを有する非一時的なコンピュータ可読記憶装置を介してプログラムすることがで
きる。
【００２３】
　HLSサーバ104へインターフェース接続しているものは、メディアソース102であり、そ
れは、メディアコンテンツを、接続136を介してHLS処理ユニット106内のメディアエンコ
ーダ112に流す。代替的な実施形態では、メディアエンコーダ112は、HLSサーバ104の外側
に置くことができる。メディアソース102は、メディアを特定の形式で流し、その形式は
、圧縮(たとえば、ロッシー)または非圧縮(たとえば、ロスレス)のいずれかである。流さ
れたメディアは、それがストリーミングメディアソースによって配信されて(すなわち、
ストリーミングされて)いる間に、クライアントデバイスにおいて継続的に受信され、ク
ライアントデバイスによって表示されるメディアである。メディアコンテンツが圧縮され
ている場合、メディアエンコーダ112は、メディアをある圧縮形式から別の圧縮形式に変
換する。メディアコンテンツが圧縮されていない場合、メディアエンコーダ112はメディ
アストリームを符号化する。特定の実施形態では、メディアソース102から受信するメデ
ィアストリームの形式に関係なく、メディアエンコーダ112からの出力ストリームは、MPE
G-4メディア圧縮(たとえば、MPEG-4 part 10 Advanced Video Coding (AVC)/H.264 video
 compression with Advanced Audio Coding (AAC) audio compression)を使用して符号化
され、MPEG-2トランスポートストリームコンテナ形式を使用して内包される。しかしなが
ら、このような実施形態は限定するものでなく、他の形式の符号化および/または内包が
、本明細書で説明する内容を実装するために使用されてよい。
【００２４】
　一実施形態では、メディアエンコーダ112は、それが受信するメディアストリームから
、複数の可変ストリームをコード変換または符号化し、各可変ストリームは、異なる符号
化ビットレートおよび/または解像度に対応する。本明細書で使用する符号化ビットレー
トとは、符号化されたメディアストリームまたはメディアファイルの情報密度、特に、再
生時間単位当たりのビット数のことを言う。通常、より高い符号化ビットレートは再生品
質の向上に対応し、また、ダウンロードするためのより大きな帯域幅および/またはより
多くの時間を必要とする、より大きなファイルにも対応する。メディアストリームのため
の符号化ビットレートは、たとえば、1秒当たりより少ないフレームを符号化すること、
フレームサイズを小さくすること、色の数を減らすこと、マルチチャネル音声よりもモノ
ラルで符号化すること、または(復号のためにより大きなクライアント側での処理を必要
とし得る)より効率的な圧縮を使用することによって下げることができる。
【００２５】
　本明細書で使用する「符号化」という用語は、メディアファイル内またはメディアスト
リーム内のデータが形式を設定される方法のことを言う。同じコンテンツを表示する2つ
の可変ストリームは、異なる符号化を有し、それらは異なる符号化ビットレートを有する
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。同じコンテンツを表示する2つの可変ストリームは、また、符号化ビットレートが同じ
である、異なる符号化に対応することもできる。これは、たとえば、1つの可変ストリー
ムがより低いレートで表示されるより高い解像度のフレームのために形式設定される一方
、他がより高いレートで表示されるより低い解像度のフレームのために形式設定される場
合に当てはまり得る。
【００２６】
　様々な実施形態について、HLSサーバ、クライアントデバイス130～134、およびメディ
アソース102はすべて、メディアエンコーダ112によって生成される可変ストリームの符号
化ビットレートを様々な程度で制御する。一実施形態では、たとえば、標準画質のメディ
アコンテンツがメディアソース102から受信される場合、メディアエンコーダ112は、符号
化ビットレートを2メガビット/秒(Mbps)以下に制限する。高画質のメディアコンテンツが
受信された時、メディアエンコーダ112は、4Mbpsの符号化ビットレートを有する可変スト
リームを生成することができる。別の実施形態では、処理要素110は、メディアエンコー
ダ112に、本明細書で説明するHLSサーバ104の機能をHLSサーバ104に実行可能にする、符
号化ビットレートを有する可変ストリームを生成するように指示する。さらなる実施形態
では、HLSサーバ104内のメディアエンコーダ112は、特定の符号化ビットレートを有する
可変ストリームを、クライアントデバイス130～134から受信する要求に応答して、または
管理者またはプログラマによって入力されるパラメータに応答して生成する。
【００２７】
　ストリームセグメンタ114は、メディアエンコーダ112によって出力される、複数の可変
MPEG-2トランスポートストリームを受信し、各可変MPEG-2トランスポートストリームをよ
り短いデュレーション(通常、1秒から10秒の間であるが、この範囲に含まれないデュレー
ションも可能である)のメディアセグメントファイルから成るシーケンスに分割または区
切る。時に当業で「チャンク」と呼ばれるメディアセグメントファイルは、また、本明細
書では「メディアセグメント」とも言う。本明細書で使用する「デュレーション」という
用語は、クライアントデバイスによって通常の速さ(すなわち、ストリーミングされてい
るプレゼンテーションの意図された再生スピード)で再生される、メディアセグメントフ
ァイルまたはメディアストリーム部分の再生時間として定義される。メディアセグメント
ファイルは、次いで、ストリームセグメンタ114から、メディアセグメントファイルを特
定の配信プロトコルのために整えるパッケージ生成部116に渡される。特定の実施形態で
は、たとえば、配信プロトコルはHTTPプル型の下のHTTP GET要求をサポートする。
【００２８】
　システム100は、パッケージ生成部116からのメディアセグメントファイルをディスク記
憶装置118の中に、ウェブサーバ108がアクセスし配信するために記憶する。ディスク記憶
装置118は、フラッシュメモリ、半導体デバイス、またはその上にデータがデジタル記録
される表面層(たとえば、独立の磁気ハードドライブから成る配列)を有する、1つまたは
複数の回転盤を備える記憶デバイスである。図1に示す通り、ディスク記憶装置118は、HL
Sサーバ104のHLS処理部106の内部に位置する。しかしながら、代替的な実施形態は、HLS
処理部106の外でのメディアセグメントファイルの記憶を可能にする。考えられる場所は
、ウェブサーバ108内、HLSサーバ104の内側でウェブサーバ108の外側、またはHLSサーバ1
04の外側を含む。加えて、光学式ドライブおよび他の互換性のあるテクノロジーなどの代
替デバイスも、メディアセグメントファイルの記憶のために使用することができる。
【００２９】
　ウェブサーバ108は、ディスク記憶装置118に記憶されたメディアセグメントファイルを
クライアントデバイス130～134に配信する(すなわち、出力する)。ウェブサーバ108の機
能は、ハードウェア(すなわち、物理的サーバ)、ソフトウェア(すなわち、コンピュータ
プログラム)、またはその2つの組合せとして実装することができる。さらに、物理的ウェ
ブサーバは、HLSサーバ104の内部(図示)または外部のいずれかに置くことができる。120
で示す通り、ウェブサーバ108は可変再生リストファイル(本明細書では可変再生リストと
も呼ぶ)を、1つまたは複数のクライアントデバイスにそれをアクセス可能にすることによ
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って、発行(すなわち、ホスト)する。一実施形態では、HLSサーバ104の処理部106は、可
変再生リストファイルをHLSに適合する形式を有するクライアントデバイスに提供し、メ
ディアセグメントをクライアントデバイスにHTTPを使用して提供するように構成されてい
る。
【００３０】
　可変再生リストファイル120は、個別の再生リスト122～126(本明細書では再生リストフ
ァイルとも呼ばれる)を指し示す項目を含む要覧としての役割を果たし、再生リスト122～
126は、同様に、可変ストリームからの個別のメディアセグメントファイルを指し示す項
目を含んでいる。本明細書で使用する「ポインタ」は、それによって指し示されているソ
ースにウェブサーバ108を向かわせる手段のことを意味する。ポインタの例は、ユニフォ
ームリソースロケータ(URL)である。ウェブサーバ108は、URLのパス構成要素を、静的要
求についてはローカルなファイルシステムソースにマップし、または動的要求については
プログラム名にマップすることができる。URLの最初の部分は、ドメイン名サーバによっ
てウェブサーバ108のIPアドレスにマップされるドメイン名を備える。URLの残り(パス構
成要素)は、クライアントデバイスのためのユーザエージェントによってHTTP GET要求に
変換される、ウェブサーバ108のルートディレクトリに対するパスを備える。
【００３１】
　システム100は、ウェブサーバ108によって発行される各個別の再生リストを、特定の符
号化ビットレートを有する可変ストリームに関連付ける。たとえば、再生リストA122は、
60フレーム/秒で高画質テレビ(HDTV)形式(すなわち、1280x720画素)で符号化された可変
ストリームからのメディアセグメントファイルを指し示すURLを含むことができる一方、
再生リストB124中のURLは、30フレーム/秒でスーパービデオグラフィックスアレイ(SVGA)
形式(すなわち、800x600画素)で符号化された可変ストリームからのメディアセグメント
ファイルを指し示すことができる。再生リストファイルおよび可変再生リストファイルは
、また、情報タグを含むことができ、いくつかの実施形態では、情報タグは、記述されて
いる可変ストリームとメディアセグメントファイルとについての情報を伝達するコメント
ラインをファイル内に備える。他の実施形態では、メタデータが、たとえば、(id3v2.4.0
-structure.txtおよびid3v2.4.0-frames.txt(M. Nilsson、2000年11月1日、およびこれ以
降の全バージョン)(非特許文献２、３)という非公式の標準文書によって述べる)ID3など
のデータコンテナを使用して、メディアセグメントファイル内に埋め込まれる。メタデー
タコンテナは、ファイルについての情報をファイル自体の中に記憶することを可能にする
。
【００３２】
　ライブストリーミングに加えて、本明細書で示す内容は、ビデオオンデマンド(VOD)に
も適用することができる。VODでは、メディアプレゼンテーション(すなわち、ビデオ)に
ついて、完全なセットのメディアセグメントファイルが、クライアントデバイスがそのプ
レゼンテーションに対する要求(すなわち、デマンド)を行った時に存在する。この完全な
セットのメディアセグメントは、プレゼンテーション全体を完全に符号化したものを表わ
し、個別のセグメントファイルをクライアントデバイスに流すために使用される再生リス
トの中で特定することができる。ライブストリーミングでは、それに反して、HLSサーバ1
04は、それがまだプレゼンテーションを受信し、そのためのメディアセグメントファイル
を作成している間に、メディアプレゼンテーションに対するクライアントデバイスの要求
を受信する。ライブストリーミング処理中の任意の所与の時間では、メディアセグメント
ファイルは、すでにHLSサーバ104に流されたメディアプレゼンテーションの部分について
のみ利用可能である。ライブで流されているプレゼンテーションのための再生リストファ
イルは、利用可能なメディアセグメントを指し示す項目のみを含んでいる。特定の実施形
態では、HLSドラフト仕様と一致して、ライブストリームのための再生リストファイルは
、固定数のメディアセグメント(たとえば、3つのメディアセグメント)についての項目を
含んでいる。HLSサーバ104によって作成される、各新しいメディアセグメントのための項
目が再生リストに追加されるにつれて、より古いメディアセグメントのための項目は削除
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される。このようにして、再生リストファイルは、再生リストがストリーミングされてい
るライブメディアプレゼンテーションを追跡するにつれて、固定数の「現在の」メディア
セグメントファイルをリアルタイムで「フレームに入れる」、「引き違い窓」を表わして
いる。
【００３３】
　128で示すHTTP対応ネットワークは、クライアントデバイス130～134をHLSサーバ104に
伝達的に結合する。それは、HTTPプロトコルスタックを使用して情報の交換を統制するコ
ンピュータネットワークを表わしている。特定の実施形態では、HTTP対応ネットワーク12
8は、HTTPと、通信制御プロトコル(TCP)と、IPプロトコルとを、そのアプリケーション層
と、トランスポート層と、インターネット層とについて、それぞれ使用する(たとえば、
インターネット)。HLSサーバ104は、ネットワークパケット(すなわち、データグラム)を
中継して伝える接続138を使用して、データとメッセージとを、クライアントデバイス130
～134に送信し、クライアントデバイス130～134から受信する。136で示す接続は、HLSサ
ーバ104が、ストリーミングメディアをメディアソース102から受信し、制御信号をメディ
アソース102へ中継して伝えることを可能にする。
【００３４】
　ノートパソコン130、携帯電話132、およびタブレット134は、すべてクライアントデバ
イスであり、音声ベースのメディアファイルおよび/または映像ベースのメディアファイ
ルの再生をサポートする。クライアントデバイスは記憶機能を有する電子デバイスであり
、HLSサーバ104と相互作用してメディアコンテンツをダウンロードし、バッファに格納す
る。これらの特定のデバイスに加えて、本明細書の内容は、また、メディアファイルをダ
ウンロードし再生することができる、携帯型メディアプレーヤ(PMP)と、ゲーム機と、他
の電子デバイスとに適用することができる。一実施形態では、各種類のクライアントデバ
イスは、機能の異なるセットを有し、それは、画面サイズ、バッファ容量、処理(たとえ
ば、復号)能力、および再生を開始するためにそのバッファの中に記憶されるセグメント
の最低数などであるがこれらに限定されない、各種類のクライアントデバイスの再生特性
を定義する。
【００３５】
　ここで、本明細書の内容に従って、また残りの図面を参照して、システム100の要素の
機能の詳細な説明にうつる。図2は、システム100の個別の要素が一緒にどのように動作し
て、メディアコンテンツを、130～134で示す1つまたは複数のクライアントデバイスにス
トリーミングするための方法を実行するのかということを示す論理フローチャートである
。特に、図2は、クライアントデバイスが、流されたメディアプレゼンテーションをダウ
ンロードしている間に、符号化ビットレート間で切り替えを行う際に、HLSサーバ104が、
ネットワーク128にかかる負荷を軽減するための方法200をどのように実行するかを示して
いる。202では、HLSサーバ104は、複数の可変ストリームを特定する、クライアントデバ
イス(たとえば、ノートパソコン130)のための可変再生リスト(たとえば、可変再生リスト
120)ファイルを提供する。特定の実施形態では、可変再生リスト120をクライアントデバ
イスに提供するHLSサーバ104は、可変再生リスト120を発行するウェブサーバ108を備える
。可変再生リスト120は、特定のクライアントデバイス、クライアントデバイスから成る
グループについて特別に発行することができ、またはHLSサーバ104に接続し、HLSサーバ1
04から流されるコンテンツを受信することができるすべてのクライアントデバイスにアク
セス可能にすることができる。
【００３６】
　可変再生リスト120によって特定される複数の可変ストリームのうちの各可変ストリー
ムは、同じメディアプレゼンテーションの異なる符号化に対応する。したがって、各可変
ストリームは、同じ内容とデュレーション、すなわち、プレゼンテーションの内容とデュ
レーションとを有する。プレゼンテーションは、たとえば、それがテレビ局またはラジオ
局に関連するライブ放送を表示する場合、オープンエンド(すなわち、未定の)デュレーシ
ョンを有することができ、または、プレゼンテーションが保管されたフィルムやビデオク
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リップを表示する場合(すなわち、VOD)などでは、プレゼンテーションは既知の有限のデ
ュレーションであることができる。
【００３７】
　一実施形態では、可変再生リスト120は、図1の122～126で示したものなどの、個別の再
生リストを特定する。可変再生リスト120中で特定された各可変ストリームについて、ク
ライアントデバイスを対応する再生リストに向かわせるポインタがリストアップされ、ポ
インタは、今度は、その可変ストリームに属するメディアセグメントのための識別子を備
える。一実施形態では、識別子は、URLとユニフォームリソースネーム(URN)とを備えるユ
ニフォームリソースアイデンティファイア(URI)である。URLは、上記で示した通り、メデ
ィアセグメントまたはURNによって特定されている他のファイルタイプの位置を指定する
ポインタとして機能する。
【００３８】
　可変再生リスト120の中で特定される可変ストリームから、望ましい符号化をダウンロ
ードするためのクライアント側での選択が行われる。この選択は、たとえば、優先順位、
特定の画面解像度に対する要求を指定するユーザ入力、またはクライアント内でのプログ
ラミングからの結果に基づくことができる。本例の目的のために、クライアントデバイス
は、第1の符号化ビットレートに対応する第1の可変ストリームを選択する。次いで、クラ
イアントデバイスは、HTTP対応ネットワーク128を使用して、その選択をHLSサーバ104にH
TTP GET要求として通信する。
【００３９】
　204で、HLSサーバ104は、クライアントデバイスから、第1の再生リストファイルに対す
る第1の要求としての要求を受信する。第1の再生リストファイルは、可変再生リストファ
イル120の中の複数の可変ストリームのうちの第1の可変ストリームからの、第1のセット
のメディアセグメントに、第1のクライアントデバイスを向ける第1のセットの識別子を提
供し、第1のセットのメディアセグメントは第1の符号化ビットレートに対応する。「セッ
ト」という用語は、本明細書では、1つまたは複数の要素を有しているとして定義される
。図1に示した実施形態では、要求は、HLSサーバ104内に置かれたウェブサーバ108によっ
て受信される。したがって、要求に関連する情報は、処理要素110と、本明細書の内容に
従って要求を処理する必要のある他の要素とに内部で通信される。
【００４０】
　再生リストファイルによって特定されるメディアセグメントをより詳細に説明するため
に少しの間図7を見ると、3つの符号化ビットレートを表わすメディアセグメントの概略図
が、700において一般的に図示されている。一実施形態では、コンテナと、符号化された
映像および音声コンテンツと、場合により暗号化プロトコルとを備えるメディアセグメン
トは、別々にダウンロードされ、その後正しい順次的順番で再生される、ストリーミング
されたメディアプレゼンテーションの一部を表わしている。クライアントデバイスは、メ
ディアセグメントを、それが遠隔で保持されている(すなわち、クライアントデバイスか
ら離れている)場所から、クライアントデバイスによって所有されている記憶装置または
メモリによってそれがローカルに保持される場所に、それをコピーまたは転送することに
よってダウンロードする。メディアセグメント内の映像情報はフレームから成るシリーズ
として符号化され、各フレームは時間におけるスナップショットを表わしている。2つの
基本的なフレームの種類がある。他のフレームを参照することなく復号することができる
独立フレーム、および前のフレームおよび/または後のフレームを参照することによって
復号される従属フレームである。独立フレームとそれに従属するすべてのフレームとを備
える、フレームから成るシーケンスは、グループオブピクチャ(GOP)として定義される。
各GOPは、それがそれを完全に復号するための全情報を含んでいるという点において自己
完結型であり、したがって、他のGOPを参照することなく独立して復号可能である(すなわ
ち、復号することができる)。
【００４１】
　より具体的には、図7は、702、704、および706における、それぞれ、高ビットレートス
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トリーム、低ビットレートストリーム、および中ビットレートストリームである、3つの
可変ストリームについて、メディアセグメントの同じ部分を示している。各メディアセグ
メント内で表示されるピクシレーションの密度はその符号化ビットレートに比例し、可変
ストリーム702のメディアセグメントで最も高く、可変ストリーム704のメディアセグメン
トで最も低い。示した各メディアセグメントのデュレーションはその長さに比例する。一
実施形態では、各可変ストリームは、その可変ストリームを示し、その可変ストリーム内
でのメディアセグメントの相対的順序を定義するシーケンス番号を含むファイル名によっ
て特定される、個別のMPEG-2トランスポートストリーム(.ts)ファイルから成っている。
たとえば、可変ストリーム702は、時間インデックスt=t0でメディアセグメント「high-1.
ts」(図示せず)から開始し、各連続するメディアセグメントについて、シーケンス番号が
1ずつ増加する。シーケンス番号12～15を有する示された4つのメディアセグメントは、時
間インデックスt=t11から時間インデックスt=t15まで再生されるメディアプレゼンテーシ
ョンの部分にわたっている。通常クライアントデバイスでバッファされているメディアセ
グメントの再生は連続しており、中断なしに発生する。図7に示すセグメント間の隙間は
、各メディアセグメントがIDRフレームから始まるグループオブピクチャを備えることを
説明するためだけに含まれている。
【００４２】
　各メディアセグメントの先頭のIDRフレームの位置は「IDR」ラベルによって示されてい
る。IDRフレームは、IDRフレームより後のフレームがIDRフレームより前のフレームを参
照することができないということを指定する、特別な種類の独立フレームである。IDRフ
レームは、その受信によりクライアントデバイスが、前のGOPに関連するフレームの入っ
たその復号バッファをパージすることができるように、タグ付けされている。HLSサーバ1
04が、本内容に従って、示す通り、IDRフレームを各メディアセグメントの先頭に置き、
それらを可変ストリームにわたって揃えることによって、クライアントデバイスは、スト
リーミングされたメディアプレゼンテーションを再生している間、プレゼンテーションの
同じ部分に対応する、各可変ストリームから1つまたは複数の、重複するメディアセグメ
ントをダウンロードする必要なく、可変ストリーム間で切り替えを行うことができる。
【００４３】
　たとえば、高ビットレートの可変ストリーム702を受信しているクライアントデバイス
は、ネットワークの輻湊のために、低ビットレートストリーム704に切り替える必要があ
るかもしれない。クライアントデバイスは、時間インデックスt=t12、t=t13、またはt=t1
4で、すでにクライアントデバイスによってバッファされたメディアプレゼンテーション
の部分に対応する、低ビットレートのメディアセグメントをダウンロードすることなしに
、切り替えを行うことができる。その一方、2つの可変ストリーム間でメディアセグメン
トとIDRフレームとが揃っておらず、むしろ重なっている場合、2つのストリームの再生を
同期させ、クライアントデバイスを新しいストリーム中の次のIDRフレームに行かせるた
めに、メディアプレゼンテーションの部分について、重複するコンテンツを有する少なく
とも1つのメディアセグメントをダウンロードすることが必要になる。前の例における低
ビットレートのメディアセグメントを、たとえば、そのデュレーションの半分の時間前に
ずらすと、クライアントデバイスがメディアプレゼンテーション中で十分先に進んで、メ
ディアセグメント「low-14.ts」を復号し、低ビットレートの可変ストリーム704を再生し
始める前に、クライアントデバイスがメディアセグメント「high-14.ts」をダウンロード
し再生することになる。
【００４４】
　中ビットレートの可変ストリーム706のメディアセグメントは、702と704とにおける他
の2つの可変ストリームからのメディアセグメントの2倍のデュレーションを有するように
示されている。クライアントデバイスとHLSサーバ104との間でメッセージをやり取りする
ことに関連して(平均と比較して)比較的大きな遅延がある場合、メディアセグメントをよ
り長いデュレーションで符号化することの利点がある。HLSサーバ104から「より距離のあ
る」クライアントデバイスでは、データグラムは、より多くの「ウェイポイント」を介し
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て中継されるため、その目的地に到達するまでにより長い期間を費やす。HLSサーバ104は
、クライアントデバイスについてのこの伝送遅延を、HLSサーバ104がデータグラムを送信
し、返答として確認を受信する間の時間間隔を測定することによって決定する。
【００４５】
　メディアプレゼンテーションの一部をより短いデュレーションのメディアセグメントに
分割すると、より多くのファイルができる。これにより、これらのファイルを取得するた
めに、第1のクライアントデバイスによってHLSサーバ104に渡される要求がより多く必要
になる。複数のファイルに関連する伝達遅延は累積的であるため、短いデュレーションの
メディアセグメントをクライアントデバイスに提供することに関連する、より速いビット
レートに移行するどのような利点も、より多くの要求を送信する必要性によって無効にさ
れ得る。この理由により、いくつかの実施形態はより長いデュレーションのメディアセグ
メントを含む。700で示す特定の実施形態では、706における中ビットレートの可変ストリ
ームのメディアセグメントおよびIDRフレームは、それでもやはり、時間インデックスt=t

13で可変ストリーム702と可変ストリーム704とのそれらに揃っている。これにより、クラ
イアントデバイスが、揃っているこの時点と他の時点とで、重複するメディアセグメント
をダウンロードすることなしに、中ビットレートの可変ストリーム706に切り替わり、ま
たそれから切り替わることが可能になる。
【００４６】
　ここで図2に戻ると、HLSサーバ104は、第1の要求に応答して、206でクライアントデバ
イスに第1の再生リストファイルを提供する。クライアントデバイスが、メディアプレゼ
ンテーションの再生を開始(または継続)するために、第1の再生リストファイルの中で特
定される第1の可変ストリームからメディアセグメントをダウンロードする時、HLSサーバ
104は、208で、ダウンロードされたメディアセグメントのシーケンス番号を追跡する。本
明細書で使用されるシーケンス番号は、可変ストリーム中のメディアセグメントに割り当
てられる連番であり、それらの再生の相対的順序を定義する。メディアセグメントは、メ
ディアプレゼンテーションを表わす1つの連続的なファイルの部分であるため、より小さ
いシーケンス番号を有するメディアセグメントは、プレゼンテーションの最初の方に対応
し、プレゼンテーションの後の方に対応する、より大きなシーケンス番号を有するメディ
アセグメントの前に再生される。本明細書で使用する追跡とは、それによってHLSサーバ1
04が、クライアントデバイスによってダウンロードされたメディアセグメントのログを取
るまたは記録する処理である。一実施形態では、HLSサーバ104は、クライアントデバイス
によってダウンロードされた、可変ストリームからのすべてのメディアセグメントの記録
を保持している。別の実施形態では、HLSサーバ104は、可変ストリームからの、直近に追
跡されたメディアセグメントから成るサブセットのみを保持している。たとえば、HLSサ
ーバ104は、クライアントデバイスのバッファに現在存在している、追跡されたメディア
セグメントのシーケンス番号のみを保持している。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、HLSサーバ104は、メディアセグメントを追跡することができ
るステートフルサーバである。ステートフルサーバは、クライアントデバイスとの通信相
互作用から受信したクライアントデータ(すなわち、状態データ)を保持するサーバである
。一実施形態では、HLSサーバ104は、接続されているクライアントデバイス130～134に、
それらのハードウェア構成および/またはソフトウェア構成を問い合わせる。別の実施形
態では、HLSサーバ104は、クライアントデバイス130～134によって送信された要求中に組
み込まれた構成情報を受動的に受信する。このクライアントデータは、ある要求から次の
要求まで累積的に記憶され、HLSサーバ104によってこれらの要求の処理で使用される。特
定の実施形態では、HLSサーバ104は、クライアントデバイスによって保持されている、バ
ッファされたメディアのデュレーション(すなわち、その記憶されている再生時間)を決定
し、それは、クライアントデバイスによって受信されたメディアセグメントの合計デュレ
ーションと、それらのメディアセグメントが受信されてから経過した時間との間の差に対
応する。記憶されている再生時間を(各メディアセグメントが同じデュレーションを有す
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る場合)ダウンロードされたメディアセグメントのデュレーションで割ることで、HLSサー
バ104が、サーバ104によって追跡された直近n個のシーケンス番号に対応する、現在クラ
イアントデバイスのバッファ中にあるメディアセグメントの数nを決定することが可能に
なる。
【００４８】
　210で、HLSサーバ104は、クライアントデバイスから、第2の符号化ビットレートで符号
化された第2の可変ストリームからの、第2のセットのメディアセグメントを特定する、第
2の再生リストファイルに対する第2の要求を受信する。説明のための一実施形態では、第
2の符号化ビットレートは第1の符号化ビットレートよりも低い。より低い符号化ビットレ
ートに対する要求は、たとえば、クライアントデバイスが利用可能なネットワーク帯域幅
の減少を検出したこと、またはユーザが特定のメディアプレゼンテーションをストリーミ
ングするためにクライアントデバイスによって使用される資源の量を減らすことを望むこ
とにより生じ得る。
【００４９】
　クライアントデバイスがより低い符号化ビットレートを要求していると決定した(212)
後、HLSサーバ104は、第2の再生リストファイルの中で、第1のセットのメディアセグメン
トからクライアントデバイスが対応するメディアセグメントをダウンロードした、追跡さ
れた部分以外の、メディアプレゼンテーションの1つまたは複数の部分に対応するメディ
アセグメントのみを特定する(214)。特定の実施形態では、第2の再生リストファイルは、
第2の再生リストファイルに対する要求に応答して、クライアントデバイスのために動的
に作成される。これにより、HLSサーバ104が、第2の再生リスト中で、クライアントデバ
イスによってすでにダウンロードされたメディアプレゼンテーションの部分に対応する、
メディアセグメントを特定しないことを確実にする。本明細書で使用する「動的な」とい
う用語は、ある事象(たとえば、第2の再生リストに対する要求)に応答して動作(たとえば
、第2の再生リストの作成)が発生することを示している。これにより、その動作が、その
事象の時間に存在している条件に基づくこと(たとえば、すでにダウンロードされたメデ
ィアプレゼンテーションの部分に対応する、第2の再生リスト中のメディアセグメントを
含まないこと)が可能になる。
【００５０】
　一実施形態では、第2の符号化ビットレートが第1の符号化ビットレートよりも低い場合
、第2の再生リストファイルは、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによ
ってダウンロードされた、メディアセグメントのシーケンス番号とは異なるシーケンス番
号を有するメディアセグメントのみを特定する。さらなる実施形態では、第2の再生リス
トファイルは、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによってダウンロー
ドされた、メディアセグメントのうちの最も大きいシーケンス番号を超えるシーケンス番
号を有するメディアセグメントのみを特定する。たとえば、メディアプレゼンテーション
がVODプレゼンテーションであり、第1の再生リストファイルがメディアプレゼンテーショ
ンのためのすべてのメディアセグメントを特定する実施形態では、第2の再生リストファ
イルは、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによってダウンロードされ
た、最後のメディアセグメントのシーケンス番号よりも大きいシーケンス番号を有する、
メディアプレゼンテーションの残りの部分のためのメディアセグメントのみを特定する。
【００５１】
　第2のセットのメディアセグメントは、第2のセットのメディアセグメントに対応する、
ユニフォームリソースロケータから成るセット、または情報タグから成るセットのうちの
少なくとも1つを使用して特定される。たとえば、メディアプレゼンテーションがVODプレ
ゼンテーションである一実施形態では、第2の再生リストファイルは、その再生リストフ
ァイル内で特定される個別のメディアセグメントを指し示すURLを含む。メディアプレゼ
ンテーションがライブでストリーミングされている別の実施形態では、HLSサーバ104は、
第2の再生リストファイルの中で、まだ作成されていないメディアセグメントについて、U
RLを有さない情報タグを付ける。
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【００５２】
　216で、HLSサーバ104は、クライアントデバイスに第2の再生リストファイルを提供して
、クライアントデバイスが第2の可変ストリームに切り替え、メディアプレゼンテーショ
ンを再生し続けることを可能にする。クライアントデバイスが第1の再生リストファイル
からのメディアセグメントをダウンロードしている間に、第2の再生リストファイルに対
する第2の要求がHLSサーバ104によって受信される(210)、第1の実施形態では、サーバ104
は、第2の再生リストファイルを発行する前に、クライアントデバイスがメディアセグメ
ントをダウンロードし終えるまで待つ。第2の実施形態では、HLSサーバ104は、第2の再生
リストファイルの中で、クライアントデバイスによってダウンロードされている、第1の
再生リストファイルからのメディアセグメントと同じシーケンス番号を有するメディアセ
グメントを特定する。これは、第2の再生リストファイルの中に現れる最も小さいシーケ
ンス番号である。クライアントデバイスが第2の再生リストファイルを受信すると、クラ
イアントデバイスは、第1の再生リストファイルからのメディアセグメントのダウンロー
ドを中断し、同じシーケンス番号を有する、第2の再生リストファイルからのメディアセ
グメントをダウンロードし始める。
【００５３】
　図3は、300において、本内容のいくつかの実施形態による、メディアプレゼンテーショ
ンを再生している間に可変ストリーム間で切り替えを行うクライアントデバイスを説明す
る概略図を示している。概略図300は、「高」ビットレートで符号化された第1の可変スト
リームから、「低」ビットレートで符号化された第2の可変ストリームに切り替えながら
、メディアプレゼンテーションの一部を再生しているクライアントデバイス(図示せず)を
表わしている。矢印は、302、304、308、310、314、および316でそれぞれ再生されている
、メディアセグメントhigh-10.ts、high-11.ts、high-12.ts、high-13.ts、low-14.ts、
およびlow-15.tsのための再生の順番を示している。再生されているセグメントの下に表
わされているメディアセグメントは、その時間におけるクライアントデバイスのバッファ
されているコンテンツを表わし、「+」記号の下に表示されているメディアセグメントは
、クライアントデバイスに能動的にストリーミングされている(すなわち、クライアント
デバイスのバッファに追加されている途中の)ものである。説明の目的のために、2つのメ
ディアセグメントがクライアントデバイスによってバッファされるように示されているが
、図2について、ならびに図5および図6についても、バッファされるメディアセグメント
の実際の数は変化してよい。特定の実施形態では、バッファされるメディアセグメントの
数はパラメータの数に依存し、パラメータには、メディアセグメントのデュレーションと
、クライアントデバイスのバッファ容量と、クライアントデバイスへのネットワーク接続
の帯域幅とが含まれる。
【００５４】
　3つの活動レベルが300に示されている。一番上のレベルは、クライアントデバイスが第
1の可変ストリームからの高ビットレートのメディアセグメントを、同じストリームから
のメディアセグメントを受信している間に再生していることを表わしている。中間のレベ
ルでは、クライアントデバイスは、そのバッファから高ビットレートのメディアセグメン
トを再生している最中に、第2の可変ストリームからの低ビットレートのメディアセグメ
ントを受信している。一番下のレベルでは、クライアントデバイスは、第2の可変ストリ
ームからの低ビットレートのメディアセグメントを受信し、再生している。306および312
に表示されている「X」記号は、インデントされたレベル間での移行時点を示している。
【００５５】
　302では、クライアントデバイスは、high-12.tsをダウンロードし、そのバッファに追
加しながら、high-10.tsを再生する。図3についてのこの詳細な説明では、ならびに図5お
よび図6についても同様に、「メディアセグメント」という単語は、特定のメディアセグ
メントを名前で呼ぶ時には省かれる。これは、簡略化のために行われる。たとえば、メデ
ィアセグメントhigh-10.tsは、本明細書では単に「high-10.ts」と呼ばれる。304では、
メディアセグメントhigh-10.tsの再生を終えた後、クライアントデバイスは、302ですで
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にバッファされた、シーケンス中の次のメディアセグメント、high-11.tsを再生し始める
。クライアントデバイスが304でhigh-11.tsを再生している最中に、high-13.tsがクライ
アントデバイスのバッファにストリーミングされている。特定の実施形態では、各メディ
アセグメントはHTTPを使用してクライアントデバイスに配信される。
【００５６】
　移行時点306は、クライアントデバイスが、利用可能なネットワーク帯域幅の減少に応
答して、第2の可変ストリームへのその移行を開始した瞬間を表わしている。それは、図2
の210において、クライアントデバイスが第2の再生リストファイルを要求する時に対応す
る。308および310では、クライアントデバイスは、移行時点306より前にそのバッファに
記憶された最後の2つのメディアセグメントである、high-12.tsとhigh-13.tsとを再生し
続ける。残りの高ビットレートのメディアセグメントを再生している間、クライアントデ
バイスは、図2の216でHLSサーバ104によって提供された第2の再生リストファイルの中で
特定される、低ビットレートのメディアセグメントlow-14.tsとlow-15.tsとをダウンロー
ドし、そのバッファに追加する。第1の可変ストリームの第1の符号化ビットレートが、第
2の可変ストリームの第2の符号化ビットレートを超える時、HLSサーバ104内の処理部106
は、第2の再生リストファイルの中で、追跡されたシーケンス番号のセットの中の最も大
きいシーケンス番号を超えるシーケンス番号を有する、第2の可変ストリームからのメデ
ィアセグメントのみを特定するように構成されている。この場合、第2の再生リストファ
イルの中で特定される最初のメディアセグメントであるlow-14.tsは、14というシーケン
ス番号を有し、それは、クライアントデバイスがダウンロードした最後の高ビットレート
のメディアセグメントのシーケンス番号を1上回る。
【００５７】
　移行時点312では、クライアントデバイスは、第1の可変ストリームに対応するすべての
高ビットレートのメディアセグメントの入ったバッファを使い尽くし、第2の可変ストリ
ームからの低ビットレートのメディアセグメントを再生し始める。314および316では、ク
ライアントデバイスは、308と310とでそれぞれダウンロードされたlow-14.tsとlow-15.ts
とを再生する。314および316では、クライアントデバイスは、また、それぞれlow-16.ts
とlow-17.tsとをダウンロードし、後の再生のためにそのバッファに追加する。一実施形
態では、クライアントデバイスは、メディアプレゼンテーションの残りについて、第2の
可変ストリームからのメディアセグメントをダウンロードし、再生し続ける。別の実施形
態では、クライアントデバイスは、メディアプレゼンテーションを再生している間に、別
の可変ストリームに再び移行する。特定の実施形態では、クライアントデバイスは、十分
なネットワーク帯域幅が回復した後、低ビットレートの可変ストリームから高ビットレー
トの可変ストリームに移行して戻る。別の実施形態では、クライアントデバイスは、十分
なネットワーク帯域幅が回復した後、低ビットレートの可変ストリームから中ビットレー
トの可変ストリームに移行する。
【００５８】
　図4(図4a、4b)は、システム100の個別の要素が、メディアコンテンツを130～134で示し
た1つまたは複数のクライアントデバイスにストリーミングするための方法を実行するた
めに、どのように一緒に動作するのかということを示す別の論理フローチャートである。
特に、図4は、HLSサーバ104が、メディアプレゼンテーションを再生しているクライアン
トデバイスをより高い符号化ビットレートを有する可変ストリームに移行させるための方
法400を、どのように実行するのかということを示している。402～408では、HLSサーバ10
4は、図2について202～208でそれぞれ説明したのと同じ動作を実行する。すなわち、クラ
イアントデバイスに、異なる符号化ビットレートを有する可変ストリームを特定する可変
再生リストを提供するステップ(402)、クライアントデバイスから、第1のビットレートで
符号化された第1の可変ストリームからの、第1のセットのメディアセグメントを特定する
、第1の再生リストファイルに対する第1の要求を受信するステップ(404)、第1の再生リス
トをクライアントデバイスに提供するステップ(406)、およびクライアントデバイスによ
ってダウンロードされた、第1の可変ストリームからのメディアセグメントのシーケンス
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番号を追跡するステップ(408)である。
【００５９】
　410では、HLSサーバ104は、クライアントデバイスから、第1の符号化ビットレートより
も高い第2の符号化ビットレートで符号化された、第2の可変ストリームからの、第2のセ
ットのメディアセグメントを特定する、第2の再生リストファイルに対する第2の要求を受
信する。より高い符号化ビットレートに対する要求は、たとえば、クライアントデバイス
がネットワーク状態の改善を検出したこと、またはユーザが特定のメディアプレゼンテー
ションについて再生の品質を改善しようとしたことに起因し得る。
【００６０】
　クライアントデバイスがより高い符号化ビットレートを要求したと決定した(412)後、H
LSサーバ104は、414で、クライアントデバイスに割り当てることができる利用可能なネッ
トワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きいかどうかを確認する。閾値帯域幅は、固定値、
またはプログラムによって、410でクライアントデバイスによって要求された第2の再生リ
ストファイルの中で特定された、メディアセグメントの特定のビットレートに基づいて決
定される動的な値であってよい。一実施形態では、システム管理者が固定の閾値帯域幅を
設定する。別の実施形態では、処理要素110が、やはりシステム管理者によって設定され
る特定のパラメータに基づいた、第2の要求されたビットレートの関数として動的な閾値
帯域幅を決定する。たとえば、閾値帯域幅は、パラメータとして指定される傾きと基準線
(すなわち、y軸の交点)とを有する、第2の要求されたビットレートに対する線形の依存性
を有することができる。
【００６１】
　414で決定された利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きくない場合、H
LSサーバ104は、(416で)第2の再生リストファイルの中で、第1のセットのメディアセグメ
ントからクライアントデバイスが対応するメディアセグメントをダウンロードした、追跡
された部分以外の、メディアプレゼンテーションの1つまたは複数の部分に対応するメデ
ィアセグメントのみを特定する。代替的には、利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域
幅よりも大きい場合、HLSサーバ104は、(418で)第2の再生リストファイルの中で、第1の
セットのメディアセグメントからクライアントデバイスが対応するメディアセグメントを
ダウンロードした、メディアプレゼンテーションの1つまたは複数の追跡された部分に対
応するメディアセグメントの数を特定する。一実施形態では、メディアプレゼンテーショ
ンの1つまたは複数の追跡された部分に対応する、第2の再生リストファイルの中で特定(4
18)されたメディアセグメントの数は、メディアプレゼンテーションの1つまたは複数の追
跡された部分に対応する、クライアントデバイスによって要求されたメディアセグメント
の数よりも小さい。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、HLSサーバ104は、408で、第1の可変ストリームからダウンロ
ードされたメディアセグメントについて追跡されたシーケンス番号を使用して、同じコン
テンツを有する、第2の可変ストリームからのメディアセグメントを決定する。特定の実
施形態では、たとえば、第1の可変ストリームと第2の可変ストリームとからのメディアセ
グメントは、それぞれ704と702とにおける低ビットレートの可変ストリームと高ビットレ
ートの可変ストリームとについて、図7で示した通り同じデュレーションを有し、お互い
に揃っている。同じシーケンス番号を有する2つの可変ストリームからのメディアセグメ
ントは、メディアプレゼンテーションの同じ部分に対応し、したがって、同じメディアコ
ンテンツを有する。
【００６３】
　これらの実施形態では、利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも小さく、第
2の符号化ビットレートが第1の符号化ビットレートよりも高い時、第2の再生リストファ
イルは、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによってダウンロードされ
た、メディアセグメントのシーケンス番号と異なるシーケンス番号を有するメディアセグ
メントのみを特定する(416)。利用可能なネットワーク帯域幅が閾値帯域幅よりも大きい
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場合、第2の再生リストファイルは、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイス
によってダウンロードされた、メディアセグメントと同じシーケンス番号を有するメディ
アセグメントの数を特定する(418)。特定の実施形態では、第1の可変ストリームからの、
クライアントデバイスによってダウンロードされた、メディアセグメントと同じシーケン
ス番号を有する、第2の再生リストファイルの中で特定(418)されたメディアセグメントの
数は、第1の可変ストリームからの、クライアントデバイスによってダウンロードされた
、メディアセグメントと同じシーケンス番号を有するメディアセグメントについて要求さ
れた数よりも小さい。
【００６４】
　一旦HLSサーバ104が第2の再生リストファイルの中でメディアセグメントを特定すると
、420で再生リストが発行される。その後、クライアントデバイスは、第2の再生リストフ
ァイルの中で特定されたメディアセグメントをダウンロードして、メディアプレゼンテー
ションの再生をより高い符号化ビットレートへ切り替える処理を継続する。
【００６５】
　図5および図6は、それぞれ、本内容のいくつかの実施形態による、低ビットレートの可
変ストリームから高ビットレートの可変ストリームへ切り替えを行うクライアントデバイ
スの概略図500および概略図600である。特に図5は、第2の再生リストファイルの中で特定
された第2のセットのメディアセグメントが、クライアントデバイスによってすでにダウ
ンロードされたメディアプレゼンテーションのいかなる部分にも対応しない場合の実施形
態を示している。これは、利用可能なネットワークの帯域幅が、図4の414で閾値帯域幅よ
りも下になった時に当てはまる。
【００６６】
　502では、クライアントデバイスは、低ビットレートで符号化された第1の可変ストリー
ムからメディアプレゼンテーションを再生している。クライアントデバイスは、low-12.t
sをダウンロードし、すでにlow-11.tsを含んでいるクライアントデバイスのバッファにそ
れを追加しながら、low-10.tsを再生する。クライアントデバイスがlow-10.tsを再生し終
えた時、クライアントデバイスは、504で、low-11.tsを再生し始める一方、low-13.tsを
ダウンロードし、それをそのバッファに追加する。移行時点506では、クライアントデバ
イスは高ビットレートの可変ストリームへの移行を開始する。時点506は、図4の410にお
ける、クライアントデバイスが第2の再生リストファイルを要求するステップに対応する
。508では、クライアントデバイスは、そのバッファの中に残っている低ビットレートの
メディアセグメントをまだ再生している間に、高ビットレートの可変ストリームからのメ
ディアセグメントをダウンロードするステップに移行している。クライアントデバイスは
、508および510で、それぞれlow-12.tsとlow-13.tsとを再生する一方、high-14.tsとhigh
-15.tsとをダウンロードしている。
【００６７】
　次の移行時点には512で到達する。ここでは、クライアントデバイスは、低ビットレー
トの可変ストリームからダウンロードしたメディアセグメントが入ったバッファを使い尽
くしており、高ビットレートの可変ストリームからダウンロードしたメディアセグメント
を再生し始める。514では、クライアントデバイスは、high-16.tsをダウンロードし、バ
ッファしながら、508でダウンロードされ、バッファされたhigh-14.tsを再生する。514お
よび516では、クライアントデバイスは高ビットレート再生に完全に移行している。
【００６８】
　図6に示されている概略図は、第2の可変ストリームの第2の符号化ビットレートが第1の
可変ストリームの第1の符号化ビットレートを超えている時に、処理部106が、第2の再生
リストファイルの中で、追跡されたシーケンス番号のセット中のシーケンス番号と同じシ
ーケンス番号を有する、第2の可変ストリームからのメディアセグメントの数を特定する
ように構成されている実施形態に一致している。この実施形態は、クライアントデバイス
のユーザにより楽しい再生体験を提供することと、その一方でネットワーク資源(たとえ
ば、帯域幅)のより効率的な使用を促進することとの間の妥協としての役割を果たす。
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【００６９】
　602では、クライアントデバイスは、low-14.tsをダウンロードし、それをそのバッファ
に追加しながらlow-10.tsを再生する。同様に、604では、クライアントデバイスは、low-
15.tsをダウンロードし、それをそのバッファに追加しながらlow-11.tsを再生する。クラ
イアントデバイスは、606で、第2の再生リストファイルを要求し、高ビットレートの可変
ストリームへの移行を開始する。608では、そのバッファからlow-12.tsを再生しながら、
クライアントデバイスは、そのバッファ中に記憶されているメディアセグメントlow-14.t
sとメディアセグメントlow-15.tsとを、第2の再生リストファイルの中で特定されるメデ
ィアセグメントhigh-14.tsとメディアセグメントhigh-15.tsとで置き換える。ここで、第
2の可変ストリームからの、追跡されたシーケンス番号のセットの中のシーケンス番号と
同じシーケンス番号を有するメディアセグメントの数(すなわち、2)は、追跡されたシー
ケンス番号のセットの中のシーケンス番号と同じシーケンス番号を有する、第2の可変ス
トリームからのメディアセグメントについて要求された数(たとえば、3)よりも小さい。
【００７０】
　608では、low-12.ts、low-13.ts、low-14.ts、およびlow-15.tsという、4つのメディア
セグメントがクライアントデバイスのバッファ中に示されている。low-12.tsが再生され
ている一方、他の3つの再生はまだ開始していない。クライアントデバイスがより高い符
号化ビットレートという形式で再生の品質の改善を要求したことを認識して、HLSサーバ1
04は、多くの方法で進めることができる。第1の実施形態では、十分なネットワークの帯
域幅が利用可能な場合、HLSサーバ104は、クライアントデバイスに、そのバッファ中のす
べての低ビットレートのメディアセグメントを、高ビットレートのメディアセグメントに
置き換えさせる。HLSサーバ104は、第2の再生リストファイルの中で、追跡されたシーケ
ンス番号のセットの中のシーケンス番号(すなわち、クライアントデバイスのバッファ中
の低ビットレートのメディアセグメントのシーケンス番号)と同じシーケンス番号を有す
る、第2の可変ストリームからのメディアセグメントを特定することによってこれを行う
。クライアントデバイスに、そのバッファからすべての低ビットレートのメディアセグメ
ントをパージさせ、置き換えさせることによって、HLSサーバ104は、クライアントデバイ
スに最高品質の再生体験を提供する。
【００７１】
　第2の正反対の実施形態では、利用可能なネットワーク帯域幅が限られており、HLSサー
バ104は、ネットワーク資源のより効率的な使用を好む。ここでは、HLSサーバ104は、ク
ライアントデバイスに、そのバッファ中の低ビットレートのメディアセグメントのうちの
1つ、すなわちlow-15.tsのみを、その高ビットレートの同等物であるメディアセグメント
high-15.tsを第2の再生リストファイルの中で特定することによって置き換えさせる。こ
れにより、バッファされたメディアセグメントが置き換えられない、図5に対応する実施
形態に対してよりもいくらか早く、クライアントデバイスが高品質な(すなわち、より高
ビットレートの)再生に移行することが可能になる。
【００７２】
　第3の実施形態は、クライアントデバイスのバッファ中の低ビットレートのメディアセ
グメントのうちの、すべてではないが1つより多くが、同じメディアコンテンツを含む高
ビットレートのメディアセグメントで置き換えられて、以前の2つの間の妥協を提供する
。これは、600で示す実施形態である。608では、low-14.tsおよびlow-15.tsが、下向きの
矢印で示す通りクライアントデバイスのバッファから削除され、high-14.tsとhigh-15.ts
とを第2の可変ストリームからバッファに追加することによって、置き換えられる。
【００７３】
　第3の実施形態の特定の変形形態では、処理部106は、第2の可変ストリームからの、追
跡されたシーケンス番号のセットの中のシーケンス番号と同じシーケンス番号を有する置
換メディアセグメントの数を、クライアントデバイスについて利用可能なネットワーク帯
域幅の容量、またはクライアントデバイスのバッファ中に記憶されたメディアコンテンツ
の量のうちの少なくとも1つに基づいて決定するように構成されている。一変形形態では
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、クライアントデバイスのバッファから交換されるメディアセグメントの数は、利用可能
なネットワーク帯域幅の単調増加関数であり、HLSサーバ104内の処理要素110によって値
が求められる。別の変形形態では、交換されるメディアセグメントの数は、処理要素110
によってバッファ容量の割合として決定される。たとえば、バッファの容量が60秒であり
、各バッファされたメディアセグメントのデュレーションが10秒である場合、3つのメデ
ィアセグメントがバッファ容量の50パーセントで交換される。
【００７４】
　610では、クライアントデバイスは、612で高ビットレートのメディアセグメントの再生
に移行する前に、バッファから置き換えられていない最後の低ビットレートのメディアセ
グメントlow-13.tsをバッファから再生する。614および616では、移行が完了し、クライ
アントデバイスは、メディアプレゼンテーションが終わるまで、またはクライアントデバ
イスが再び可変ストリームを切り替えるまでのいずれかまで、第2の可変ストリームから
の高ビットレートのメディアセグメントのダウンロードと再生の両方を継続する。
【００７５】
　これらの内容によって開示した実施形態を実装することによって、現在の最先端のメデ
ィアストリーミングネットワークに対して大きな利益を実現することができる。クライア
ントデバイスによってダウンロードされる、メディアプレゼンテーションの同じ部分に対
応する、異なる可変ストリームからのメディアセグメントの数を削減または削除すること
によって、ネットワーク資源に求められる要求を減少させる。これは、メディアセグメン
ト内のIDRフレームを異なる可変ストリームにわたって揃えて、移行時点における再生を
同期するために重複するセグメントをダウンロードする必要なしに、これらのストリーム
間での途切れのない移行を可能にすることによって、達成することができる。
【００７６】
　前述の明細書では特定の実施形態を説明した。しかしながら、当業者は、以下の特許請
求の範囲に明記する本発明の範囲から逸脱せずに、様々な修正および変更を行うことがで
きるということを理解するであろう。したがって、明細書および図は、限定的意味という
よりも説明的意味とみなされるものであり、すべてのそのような修正は、本内容の範囲内
に含まれるよう意図されている。
【００７７】
　利益、利点、課題を解決するための手段、および、何らかの利益、利点、もしくは解決
するための手段を生じ得るいかなる要素、またはより明白になり得るいかなる要素も、請
求の範囲のいずれか一項または全項の、重要な、必須の、または本質的な特徴または要素
とは解釈されない。本発明は、本特許出願の係属中になされる補正と、特許にされる特許
請求の範囲のすべての均等物とを含んで、添付の特許請求の範囲によってのみ定められる
。
【００７８】
　さらに、本明細書では、第1および第2、上および下、などの相対的な用語は、ある存在
物または動作を別の存在物または動作と区別するためのみに使用され得、必ずしもそのよ
うな存在物または動作の間の、実際のそのような関係または順番を要求または暗示してい
ない。「備える」、「備えている」、「有する」、「有している」、「含む」、「含んで
いる」、「包含する」、「包含している」という用語、またはそれらの他の変形形態は、
非排他的に含めることを意図し、要素の一覧を備え、有し、含み、包含する処理、方法、
品物、または装置は、それらの要素のみを含むわけでなく、一覧に明示的に載っていない
他の要素、またはそのような処理、方法、品物、または装置に固有の他の要素も含み得る
。「…を備える」、「…を有する」、「…を含む」、または「…を包含する」が後に続く
要素は、より多くの制約なしに、その要素を備え、有し、含み、包含する処理、方法、品
物、または装置の中の追加的な同一の要素の存在を除外しない。「1つ」という用語は、
本明細書で明示的に別のことが述べられない限り、1つまたは複数として定義される。「
実質的に」、「本質的に」、「近似的に」、「約」という用語、またはそれらの他のバー
ジョンは、当業者によって理解される通り、近いこととして定義され、ある非限定的な実
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施形態では、その用語は10%以内、別の実施形態では5%以内、別の実施形態では1%以内、
および別の実施形態では0.5%以内であると定義される。本明細書で使用する「結合される
」という用語は、必ずしも直接でなく、必ずしも機械的でないが、接続されているとして
定義される。特定のやり方で「構成されている」デバイスまたは構造は、少なくともその
やり方で構成されているが、記載されていないやり方でも構成されてよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態が、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、特注プロセッ
サおよびフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などの、1つまたは複数の汎用プ
ロセッサまたは専用プロセッサ(または「処理デバイス」)と、特定の非プロセッサ回路と
連動して、本明細書で説明した方法および/または装置の機能のうちの一部、ほとんど、
または全部を実装するために1つまたは複数のプロセッサを制御する、(ソフトウェアとフ
ァームウェアの両方を含む)固有の、記憶されたプログラム命令とから成り得ることが理
解されるであろう。代替的に、一部のまたは全部の機能が、記憶されたプログラム命令を
有さない状態機械によって、または各機能またはいくつかの機能のある組合せがカスタム
論理として実装されている、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)で実装されて
よい。もちろん、2つのやり方の組合せを使用することができる。
【００８０】
　さらに、(たとえば、プロセッサを備える)コンピュータを、本明細書で説明し、特許請
求される方法を実行するようにプログラムするために、コンピュータ可読コードが記憶さ
れたコンピュータ可読記憶媒体として、実施形態を実装することができる。そのようなコ
ンピュータ可読記憶媒体の例は、ハードディスクと、CD-ROMと、光学式記憶デバイスと、
磁気記憶デバイスと、ROM(リードオンリメモリ)と、PROM(プログラム可能リードオンリメ
モリ)と、EPROM(消去プログラム可能リードオンリメモリ)と、EEPROM(電気的消去プログ
ラム可能リードオンリメモリ)と、フラッシュメモリとを含むが、これらに限定されない
。さらに、できる限り大きな努力と、たとえば、利用可能な時間と、現在のテクノロジー
と、経済的考慮とによって動機付けられる設計の選択肢の多さにも関わらず、本明細書で
開示した概念と原理とによって導かれた時、当業者は、そのようなソフトウェア命令およ
びプログラムと、ICとを、最小限の実験を用いて容易に生み出すことができると予測され
る。
【００８１】
　読者が本技術的な開示の本質をすばやく確かめることを可能にするために、要約書を提
供する。それは、それが特許請求の範囲またはその意味を解釈または限定するために使用
されないという理解のもとに提出された。加えて、前述の発明を実施するための形態では
、開示を簡素化する目的のために、様々な特徴が様々な実施形態の中でグループ化されて
いることを理解することができる。この開示の方法は、特許請求の範囲の実施形態が、各
請求項の中で明示的に列挙されたものよりも多くの特徴を必要とするという意図を反映し
ているものとして解釈されない。むしろ、以下の特許請求の範囲が反映する通り、発明の
主題は、1つの開示された実施形態のすべての特徴よりも少ないものの中にある。したが
って、以下の特許請求の範囲は、本明細書によって、発明を実施するための形態に組み込
まれ、各請求項は、別々に請求される主題として独自の働きをしている。
【符号の説明】
【００８２】
　　100　システム
　　102　メディアソース
　　104　HLSサーバ
　　106　HLS処理部
　　108　ウェブサーバ
　　110　処理要素
　　112　メディアエンコーダ
　　114　ストリームセグメンタ
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　　116　パッケージ生成部
　　118　ディスク記憶装置
　　120　可変再生リストファイル
　　122　再生リスト、再生リストA
　　124　再生リスト、再生リストB
　　126　再生リスト、再生リストC
　　128　HTTP対応ネットワーク
　　130　クライアントデバイス、ノートパソコン
　　132　クライアントデバイス、携帯電話
　　134　クライアントデバイス、タブレット
　　136　リンク、接続
　　138　リンク、接続
　　140　リンク、接続
　　142　リンク、接続
　　144　リンク、接続
　　306　移行時点
　　312　移行時点
　　506　移行時点
　　512　移行時点
　　606　移行時点
　　612　移行時点
　　702　可変ストリーム、高ビットレート可変ストリーム
　　704　可変ストリーム、低ビットレート可変ストリーム
　　706　可変ストリーム、中ビットレート可変ストリーム

【図１】 【図２】
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